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危
険
な
が
け
付
近
の
住
宅
を

守
る
補
助

建
築
指
導
課
緯
運
９
１
９
１

●
土
砂
災
害
対
策
改
修
費
用
の
補
助

　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
の
既

存
建
築
物
で
土
砂
災
害
に
対
す
る
構

造
耐
力
上
の
安
全
性
を
有
し
て
い
な

い
も
の
に
対
し
て
、
改
修
に
必
要
な

費
用
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

対　
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
住
宅

・
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
あ

る
住
宅

・
建
築
基
準
法
で
定
め
る
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
内
に
お
け
る
居
室
を
有

す
る
建
築
物
の
構
造
基
準
に
適
合
し

な
い
既
存
不
適
格
で
あ
る
住
宅

補
助
金
額　
住
宅
な
ど
の
土
砂
災
害

対
策
改
修
に
必
要
な
工
事
費
に
23
％

を
乗
じ
て
得
た
額
。
住
宅
な
ど
の
土

砂
災
害
対
策
改
修
に
必
要
な
対
象
工

事
費
は
３
３
０
万
円
（
補
助
額
75
万

９
０
０
０
円
）
を
限
度
と
す
る
。

申
請
方
法　
市
役
所
6
階
建
築
指
導

課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

申
請
書
に
記
入
し
、
持
参
で
。
申
請

書
の
内
容
と
添
付
書
類
が
全
て
整
っ

た
も
の
か
ら
順
番
に
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
期
間　
9
月
20
日
㈮
ま
で

※
予
算
額
に
達
し
た
場
合
、
申
し
込

み
を
締
め
切
り
ま
す

●
が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転
費

用
の
補
助

　
が
け
地
の
崩
壊
な
ど
で
住
民
の
生
命

に
危
険
を
及
ぼ
す
区
域
で
危
険
住
宅
の

移
転
を
行
う
人
に
、
補
助
を
行
い
ま
す
。

対　
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
既
存
不
適
格
建
築
物
の
除
却
ま

た
は
移
転
を
行
う
住
宅

・
条
例
に
基
づ
い
て
指
定
し
た
災
害

危
険
区
域
内
に
あ
る
住
宅

・
条
例
で
建
築
を
制
限
さ
れ
て
い
る

区
域
内
（
い
わ
ゆ
る
「
が
け
条
例
」

の
区
域
）
に
あ
る
住
宅

・
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
に
あ

る
住
宅

　
補
助
内
容
な
ど
詳
し
く
は
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除
却 

建
て
替
え
補
助

建
築
指
導
課
緯
運
９
１
９
１

　
道
路
に
面
す
る
倒
壊
の
恐
れ
が
あ

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除
却
や
建
て
替
え

に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※
事
前
に
、
必
ず
建
築
指
導
課
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い

対　
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
ブ
ロ
ッ

ク
塀

・
個
人
所
有
の
も
の
で
通
学
路
な
ど

に
面
す
る
も
の

・
道
路
面
か
ら
の
高
さ
が
0
・
6
ｍ

以
上
の
も
の
（
擁
壁
の
上
に
設
置

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
塀
の
部
分

の
高
さ
が
0
・
6
ｍ
以
上
の
も
の
）

・
安
全
性
が
確
認
で
き
な
い
も
の

・
適
法
に
築
造
さ
れ
た
も
の

補
助
金
額　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除
却
工

事
に
必
要
な
費
用
の
3
分
の
2
で
、

15
万
円
以
内
の
額
。
建
て
替
え
は

軽
量
フ
ェ
ン
ス
な
ど
安
全
な
構
造

の
塀
な
ど
の
新
設
工
事
に
必
要
な

費
用
の
3
分
の
2
で
15
万
円
以
内

の
額
を
加
え
た
額
。

申
請
方
法　
市
役
所
6
階
建
築
指
導

課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

申
請
書
に
記
入
し
、
持
参
で
。
申
請

書
の
内
容
と
添
付
書
類
が
全
て
整
っ

た
も
の
か
ら
順
番
に
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
期
間　
9
月
20
日
㈮
ま
で

※
予
算
額
に
達
し
た
場
合
、
申
し
込

み
を
締
め
切
り
ま
す

民
間
建
築
物
ア
ス
ベ
ス
ト 

対
策
事
業
の
補
助

建
築
指
導
課
緯
運
９
１
９
１

　
吹
き
付
け
建
材
な
ど
に
ア
ス
ベ
ス

ト
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
調

査
に
必
要
な
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

対　
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
建
築
物

・
吹
き
付
け
建
材
な
ど
に
ア
ス
ベ
ス

ト
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と

・
建
築
基
準
法
の
規
定
に
適
合
し
て

建
築
し
て
い
る
こ
と

補
助
金
額　
調
査
会
社
な
ど
に
支
払

う
経
費
で
、
1
棟
あ
た
り
25
万
円

が
上
限
。

申
込
資
格

・
対
象
と
な
る
建
築
物
の
所
有
者
な

ど
で
、
市
の
税
と
使
用
料
を
滞
納

し
て
い
な
い
人

・
令
和
2
年
2
月
末
ま
で
に
完
了
報

告
が
可
能
な
こ
と

申
請
方
法　
市
役
所
6
階
建
築
指
導

課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
申
請
書
に
記
入
し
、
持
参
で
。

申
請
書
の
内
容
と
添
付
書
類
が
全

て
整
っ
た
も
の
か
ら
順
番
に
受
け

付
け
ま
す
。

申
請
期
間　
9
月
20
日
㈮
ま
で

※
予
算
額
に
達
し
た
場
合
、
申
し
込

み
を
締
め
切
り
ま
す

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の

追
加
受
け
付
け

契
約
課
緯
運
９
１
０
８

　
令
和
元
・
2
年
度
に
市
お
よ
び
市

水
道
局
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
、

物
品
の
販
売
、
製
造
請
負
、
買
い
受

け
お
よ
び
役
務
提
供
の
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
な
ど
の
追
加
受
け
付
け

を
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
回
の
申
請
方
法
は
窓
口

申
請
の
み
で
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間　
9
月
2
日
㈪
～
6
日
㈮

福
祉
・
介
護

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の 

提
出

こ
ど
も
課
緯
運
９
１
５
３

　
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者
は
、

毎
年
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
届
は
、
児
童
の
養
育
状
況
と

所
得
な
ど
を
確
認
し
、
11
月
～
令
和

2
年
10
月
の
受
給
資
格
を
認
定
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。
添
付
書
類
と
児

童
扶
養
手
当
証
書
を
添
え
て
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
支
給
停
止
と
な
っ
て
い
る
人
に
は

証
書
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
況
届
の

提
出
は
必
要
で
す
。

　
現
況
届
を
2
年
間
提
出
し
な
か
っ

た
人
は
、
受
給
権
が
消
滅
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
始
め
て

か
ら
5
年
が
経
過
し
た
人
な
ど
は
、

一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
の
届
け
出

も
必
要
で
す
。

受
付
場
所　
市
役
所
1
階
こ
ど
も
課
、

各
支
所
福
祉
担
当
（
郵
送
不
可
）

受
付
期
間　
8
月
1
日
㈭
～
30
日
㈮

8
時
30
分
～
17
時

※
8
月
6
日
㈫
、
22
日
㈭
は
20
時
ま

で
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
（
こ

ど
も
課
の
み
）

支
払
回
数
の
見
直
し
（
11
月
支
払
期
～
）

　
11
月
支
払
期
か
ら
、
年
3
回
（
4

カ
月
分
）
の
支
払
い
を
年
6
回
に
見

直
し
、
奇
数
月
に
そ
れ
ぞ
れ
前
月
ま

で
の
2
カ
月
分
支
払
い
に
な
り
ま
す
。

※
11
月
支
払
期
は
経
過
措
置
の
た
め
、

8
月
分
～
10
月
分
の
3
カ
月
分
が

支
払
わ
れ
ま
す

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当 

受
給
者
へ
の
臨
時
・
特
別 

給
付
金

こ
ど
も
課
緯
運
９
１
３
０

　
未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に

臨
時
・
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
提
出

時
に
申
請
で
き
ま
す
。

対　
象　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

・
令
和
2
年
11
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
る
父
ま
た
は
母

・
基
準
日
（
令
和
元
年
10
月
31
日
）

時
点
で
、
こ
れ
ま
で
に
婚
姻
（
法

律
婚
）
を
し
た
こ
と
が
な
い
人

・
基
準
日
（
令
和
元
年
10
月
31
日
）

時
点
で
、
事
実
婚
を
し
て
い
な
い

人
、
ま
た
は
事
実
婚
の
相
手
方
の

生
死
が
明
ら
か
で
な
い
人

支
給
額　
1
万
７
５
０
０
円

支
給
方
法　
令
和
2
年
1
月
の
児
童

扶
養
手
当
支
払
日
に
受
取
口
座
に

支
給
。

申
請
窓
口　
市
役
所
1
階
こ
ど
も
課
、

各
支
所
福
祉
担
当

申
請
期
間　
8
月
1
日
㈭
～
11
月
29

日
㈮　
8
時
30
分
～
17
時

※
期
間
外
の
申
請
の
受
付
不
可

※
8
月
６
日
㈫
、
22
日
㈭
は
、
20
時

ま
で
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す

（
こ
ど
も
課
の
み
）

提
出
物　
申
請
書
、
戸
籍
謄
（
抄
）
本

出
張
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
窓
口 

の
設
置
―
ひ
と
り
親
全
力 

サ
ポ
ー
ト
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
―

こ
ど
も
課
緯
運
９
１
３
０

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
人
な
ど
、
忙
し

く
て
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
い
人
の
た
め
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
臨
時
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。
児

童
扶
養
手
当
現
況
届
の
提
出
の
際
な

ど
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と　
き　
8
月
5
日
㈪
10
時
～
15
時

30
分
（
12
時
～
13
時
を
除
く
）

と
こ
ろ　
市
役
所
1
階

問
い
合
わ
せ　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
廿
日

市
緯
荏
８
６
０
９

国
民
健
康
保
険
の 

一
部
負
担
金
減
免

保
険
課
緯
運
９
１
５
９

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
医

療
機
関
窓
口
で
支
払
う
一
部
負
担
金

を
減
額
ま
た
は
免
除
す
る
制
度
で
す
。

●
入
院
治
療
で
対
象
と
な
る
場
合

　
直
近
3
カ
月
の
収
入
が
昨
年
中
の
収

入
と
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
、
生
活
保

護
基
準
の
１
３
０
％
以
内
で
、
預
貯
金

の
保
有
額
が
生
活
保
護
基
準
の
3
カ
月

分
以
内
の
額
し
か
な
い
と
き
。
収
入
に

よ
っ
て
減
免
の
割
合
は
異
な
り
ま
す
。

●
外
来
治
療
で
対
象
と
な
る
場
合

　
災
害
や
貧
困
な
ど
の
理
由
で
国
民
健

康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
（
納
期

の
設
定
が
な
い
時
期
は
国
民
健
康
保
険

税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
と
同
等
の
収
入

や
預
貯
金
し
か
な
い
）
と
き
。
該
当
す

る
場
合
は
一
律
免
除
と
な
り
ま
す
。

　
実
際
の
要
件
は
世
帯
ご
と
に
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
困
っ
て
い
る
原
因
が
生

じ
て
か
ら
6
カ
月
以
内
に
申
請
す
る
こ

と
が
条
件
で
す
。
ま
ず
は
収
入
や
預
貯

金
が
分
か
る
も
の
を
持
っ
て
市
役
所
１

階
保
険
課
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

柔
道
整
復
・
は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
の
適
正
受
診

保
険
課
緯
運
９
１
５
９

●
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
人

健
康
保
険
を
使
え
る
と
き

・	

整
骨
院
や
接
骨
院
で
骨
折
や
脱
臼
、

打
撲
捻
挫
（
肉
ば
な
れ
を
含
む
）

の
施
術
を
受
け
た
と
き

治
療
を
受
け
る
と
き
の
注
意

・	

骨
折
と
脱
臼
は
、
緊
急
の
場
合

を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医
師
の
同

意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す

・	

単
な
る
肩
こ
り
、
筋
肉
疲
労
な

ど
で
の
施
術
は
保
険
の
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
症
状
の

場
合
は
全
額
自
己
負
担
で
す

・	

医
療
機
関
（
病
院
、
診
療
所
な

ど
）
で
同
じ
負
傷
な
ど
の
治
療
を

受
け
て
い
る
間
は
、
施
術
を
受
け

て
も
保
険
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

柔
道
整
復
の
療
養
費

　
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
か
か
る
療

養
費
は
「
償
還
払
い
（
患
者
が
全
額

負
担
し
た
後
、
自
ら
保
険
者
に
費
用

を
請
求
し
て
支
給
を
受
け
る
こ
と
）」

が
原
則
で
す
が
、
柔
道
整
復
師
が
患

者
に
代
わ
っ
て
保
険
者
へ
請
求
す
る

「
受
領
委
任
」
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
場
合
、
医
療
機
関
へ
か
か
っ

た
と
き
と
同
様
に
自
己
負
担
分
だ
け

で
施
術
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
受
領
委
任
を
す
る
場
合
は
、
必
要
書

類
に
患
者
の
サ
イ
ン
が
必
要
で
す

●
は
り
・
き
ゅ
う
の
施
術
を
受
け
る
人

健
康
保
険
を
使
え
る
と
き

　
主
に
神
経
痛
や
リ
ウ
マ
チ
、
頸け

い

腕わ
ん

症
候
群
、
五
十
肩
、
腰
痛
症
、
頸け

い

椎つ
い

捻
挫
後
遺
症
な
ど
、
慢
性
的
な
疼
痛

を
主
な
症
状
と
す
る
疾
患
の
治
療
を

受
け
た
と
き
。

治
療
を
受
け
る
と
き
の
注
意

・
保
険
を
使
う
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
医

師
が
発
行
し
た
同
意
書
ま
た
は
診
断

書
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
施
術
所

な
ど
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い

・	

医
療
機
関
で
同
じ
疾
患
の
治
療

を
受
け
て
い
る
間
は
、
は
り
・

き
ゅ
う
の
施
術
を
受
け
て
も
保
険

の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

●
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
を
受
け
る
人

健
康
保
険
を
使
え
る
と
き

・	

筋
麻
痺
や
関
節
拘
縮
な
ど
で
医

療
上
マ
ッ
サ
ー
ジ
が
必
要
な
症
例

で
施
術
を
受
け
た
と
き

治
療
を
受
け
る
と
き
の
注
意

・
保
険
を
使
う
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
医

師
が
発
行
し
た
同
意
書
ま
た
は
診
断

書
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
施
術
所

な
ど
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い

・
単
な
る
疲
労
回
復
や
慰
安
、
疾
病

予
防
で
の
施
術
は
保
険
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん

ス
ポ
ー
ツ

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
体
験
教
室

生
涯
学
習
課
緯
運
９
２
０
６

　
1
人
で
も
複
数
人
で
も
で
き
、
健

康
促
進
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

な
る
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
を
体
験
で
き
ま
す
。

と　
き　
9
月
28
日
㈯
9
時
～
（
雨

天
中
止
）

と
こ
ろ　
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

対　
象　
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
を
始
め
て

み
た
い
人
（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

定　
員　
10
人
程
度

参
加
費　
１
０
０
０
円

申
込
方
法　
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
（
緯
・

姉
運
２
０
０
１
）
や
ス
ポ
ー
ツ
協
会

事
務
局
（
緯
・
姉
荏
４
４
８
０
）、

市
役
所
4
階
生
涯
学
習
課
に
あ
る
申

込
用
紙
を
持
参
、
フ
ァ
ク
ス
、
ま
た

は
郵
送
で
次
の
ど
ち
ら
か
へ
。

申
込
先

〒
７
３
８
―
０
０
３
３　
串
戸
1
の
20

の
30　
廿
日
市
市
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

〒
７
３
８
―
０
０
３
３　
串
戸
6
の

1
の
1　
廿
日
市
市
ス
ポ
ー
ツ
協

会
事
務
局

申
込
締
切　
9
月
20
日
㈮
（
必
着
）


